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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成22年7月22日(2010.7.22)

【公開番号】特開2008-304867(P2008-304867A)
【公開日】平成20年12月18日(2008.12.18)
【年通号数】公開・登録公報2008-050
【出願番号】特願2007-154402(P2007-154402)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｂ  27/50     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/04     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  15/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｂ  27/50    　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ   1/04    １０７Ｚ
   Ｈ０４Ｎ   1/04    １０５　
   Ｇ０３Ｇ  15/00    ５５０　

【手続補正書】
【提出日】平成22年6月9日(2010.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置に搭載され、原稿を露光するための光源、前記原稿からの反射光を電気信
号に変換する光電変換素子、及び該光電変換素子を駆動する駆動回路部を搭載したキャリ
ッジと、該キャリッジを移動自在にガイドする複数の導電性のガイド部材とを備える画像
読取装置において、
　前記複数のガイド部材は、前記画像形成装置の導電性の筐体に対して複数のアース接点
を介してそれぞれ個別にアースされることを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記画像読取装置の筐体は、非導電性部材で構成されていることを特徴とする請求項１
に記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記駆動回路部は、屈曲性のあるフラットなケーブルを介して前記画像読取装置内に配
置された画像処理部と接続されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像読取
装置。
【請求項４】
　前記アース接点は、前記複数のガイド部材の各両端部にそれぞれ接続された複数対の第
１の導電性部材と、該第１の導電性部材と個別に接触するように前記画像形成装置の筐体
に設けられた複数対の第２の導電性部材とにより構成されていることを特徴とする請求項
１～３のいずれか１項に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記第１及び前記第２の導電性部材の各々は、そのアース経路としての長さが互いに異
なっていることを特徴とする請求項４に記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記ガイド部材と前記第１の導電性部材とによって規定されるアース経路は、その全長
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が互いに異なっていることを特徴とする請求項４又は５に記載の画像読取装置。
【請求項７】
　前記第２の導電性部材は、バネ材により構成されている請求項４～６のいずれか１項に
記載の画像読取装置。
【請求項８】
　前記ガイド部材の１つにおいてその両端部に接続された前記第１の導電性部材と接触す
る前記バネ材は、コイルバネとして構成され、前記ガイド部材の他の１つにおいてその両
端部に接続された前記第１の導電性部材と接触する前記バネ材は、線バネとして構成され
ていることを特徴とする請求項７に記載の画像読取装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】画像読取装置
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に搭載される画像読取装置に関し、特に、画像読取装置からの
放射ノイズを抑制する技術に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明は、このような背景の下になされたもので、その目的は、画像形成装置に搭載さ
れる画像読取装置において、他の機能等を損ねることなく、適切に画像読取装置からの放
射ノイズの強度レベルを低減することにある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　上記目的を達成するため、本発明は、画像形成装置に搭載され、原稿を露光するための
光源、前記原稿からの反射光を電気信号に変換する光電変換素子、及び該光電変換素子を
駆動する駆動回路部を搭載したキャリッジと、該キャリッジを移動自在にガイドする複数
の導電性のガイド部材とを備える画像読取装置において、前記複数のガイド部材は、前記
画像形成装置の導電性の筐体に対して複数のアース接点を介してそれぞれ個別にアースさ
れることを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
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　従来例と本実施の形態に係る画像形成装置１０１とでは、画像読取装置２０１のガイド
シャフト３１０とガイドレール３１１の接地（アース）方法が異なっている。すなわち、
本実施の形態では、ガイド部材としてのガイドシャフト３１０とガイドレール３１１を導
電性部材で電気的に接続することなく、個別に画像形成装置１０１に対してアース接続し
ている。このアース接続における画像読取装置２０１側のアース接点としては、ガイドシ
ャフト３１０、ガイドレール３１１、すなわちガイド部材の両端部に、導電性部材３０３
ａ，３０３ｂ，３０３ｃ，３０３ｄ（第１の導電性部材）が設けられている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　次に、画像形成装置１０１側のアース接点について説明する。画像形成装置１０１の筐
体を構成する側面板金には、ガイドシャフト３１０に接続された導電性部材３０３ａ，３
０３ｂと対向する位置に、アース接点としての線バネ３０１ａ，３０１ｂ（第２の導電性
部材）が配置されている。また、画像形成装置１０１の筐体を構成する天面板金には、ガ
イドレール３１１に接続された導電性部材３０３ｃ，３０３ｄと対向する位置に、アース
接点としてのコイルバネ３０２ａ、３０２ｂ（第２の導電性部材）が配置されている。線
バネ３０１ａ，３０１ｂ、コイルバネ３０２ａ、３０２ｂは、金属性、すなわち導電性の
バネ材として構成されている。
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